
説 明 会 修研 会 参加
無料

【第1回】7/2（木） 【第2回】7/30（木）

令和８年度環境省環境技術実証（ETV）事業令和８年度環境省環境技術実証（ETV）事業

「ホームページ（URL：https://www.e-jemai.jp/seminar/etv-seminar）」
からお申込ください。

開催日等

対象者

申込方法

先進的な環境技術をお持ちの皆様、

ETV事業を活用してみませんか？

先進的な環境技術をお持ちの皆様、

ETV事業を活用してみませんか？

【説明会（技術相談会）】
環境技術を有するメーカー、販売者等（ベンチャー企業、スタートアップ企業を含む）、
環境技術に関係するユーザー（購入者、貿易業者、施工業者、地方公共団体の担当者等）

【研修会】
実証業務や試験業務を実施する試験機関等

※その他、本事業にご関心のある皆様の参加お待ちしております。

【説明会（技術相談会）】
環境技術を有するメーカー、販売者等（ベンチャー企業、スタートアップ企業を含む）、
環境技術に関係するユーザー（購入者、貿易業者、施工業者、地方公共団体の担当者等）

【研修会】
実証業務や試験業務を実施する試験機関等

※その他、本事業にご関心のある皆様の参加お待ちしております。

＜実施方法＞ Web開催（Microsoft Teams）

＜時間＞ ※各回共通

【説明会】 10：00～11：15 / 技術相談会（説明会後）※事前予約制

【研修会】 14：00～15：45

＜プログラム＞ 裏面参照

＜実施方法＞ Web開催（Microsoft Teams）

＜時間＞ ※各回共通

【説明会】 10：00～11：15 / 技術相談会（説明会後）※事前予約制

【研修会】 14：00～15：45

＜プログラム＞ 裏面参照

環境技術実証（ ETV）事業とは
  

https://www.env.go.jp/policy/etv/

先進的環境技術の性能を第三者機関（実証機関）が実証し、その結果を実証報告書として取りまとめ

ます。実証された環境技術に対し、環境省がETVロゴマークを付与し、実証報告書を環境省ウェブサイト

（下記URL）で公表します。

実証申請者（メーカー等）は、第三者が客観的に実証した信頼で

きるデータを販売促進に利用できます。本事業は、ISO 14034

（ETV）に準拠しており、国際展開を目指す方にも最適です。

≪環境省ETVウェブサイト≫



時間 プログラム

10：00～10：05 開会挨拶 環境省

10：05～10：15
環境技術実証（ETV）事業の概要
- 環境省 大臣官房総合政策課 環境研究技術室

10：15～10：30
ETV事業の申請方法について
- 一般社団法人産業環境管理協会（技術実証運営・調査機関）

10：30～11：10
技術実証のプロセスについて <2講演>
- 一般財団法人省エネルギーセンター（実証機関）
- 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会（実証機関）

11：10～11：15 質疑応答

時間 プログラム

14：00～14：05 開会挨拶 環境省

14：05～14：20
環境技術実証（ETV）事業の概要
- 環境省 大臣官房総合政策課 環境研究技術室

14：20～14：40
環境技術実証の手順及び実証機関の役割と責任
<環境省の実施要領及びISO 14034の概要 >

- 一般社団法人産業環境管理協会（技術実証運営・調査機関）

14：40～15：40

実証機関の具体的な仕事
<実証機関の仕事、そのための力量、ISO/IEC 17020の要求事項とISO 14034

との関係> 

- 公益財団法人日本適合性認定協会

15：40～15：45 質疑応答

プログラム ※各回とも同一内容です。また、内容は都合により変更となる場合があります。

【第１部】 説明会

【第２部】 研修会

技術相談会（11：20～12：20） ※先着順・事前予約制

◆ 説明会後、申請する技術について個別相談を受け付けます。ご希望の方は、説明会と併せてお申込くださ
い。技術相談会のみの応募はできません。
※技術相談会をご希望された方には、別途Web会議（Teams）の招待メールを送付します。

注）第2部のみに参加することは可能ですが、ETV事業を良くご存じでない方は第１部の参加もお勧めします。

＜お問合せ先＞
令和8年度環境技術実証事業 技術実証運営・調査機関
一般社団法人産業環境管理協会 環境管理部門 国際協力・技術センター
TEL：03-3528-8154 E-mail：tech-etv@jemai.or.jp

※お申込に際しご記入いただいた個人情報は、当協会の個人情報保護方針（https://www.jemai.or.jp/global/privacy/index.html）に基づ
き適切に管理いたします。なお、本ETV事業に係るご案内（セミナー、説明会等）等に活用させていただく場合がございます。

令和８年度環境省環境技術実証（ETV）事業令和８年度環境省環境技術実証（ETV）事業

（主に実証機関を目指す方向け）

（主に、今後ETV実証申請をする（ロゴマークの取得）を目指す方向け）

【ロゴマーク】
実証が完了し、実証報告書が環境省に承認されると、実証番号が入ったロゴマークが付与されま

す。ロゴマークは、以下の目的で積極的に使用することができます。

1.本実証事業を新聞・雑誌・学術論文・ウェブサイト等において一般に紹介するために使用すること

2.実証試験結果報告書が承認された対象技術について、当該技術の紹介や広告等のために使用す

ること

3.実証済み技術により、環境保全に取り組んでいる場合、その期間において、その旨を表示するた

めに使用すること 個別ロゴマークサンプル
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